
 

 

上越市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市規則第１６号 

上越市財務規則の一部を改正する規則 

上越市財務規則（昭和４６年上越市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

第２７条第１項中「課長等」を「財政課長」に、「特に科目を設置する必要があるときは、

設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を財政課長に提出しなければならない」

を「課長等から報告があったときは、科目を設置することができる」に改め、同条第２項中

「書面の提出があったときは、これを審査し、適正と認める」を「規定により科目を設置し

た」に改める。 

第５５条中「朱書しなければ」を「記さなければ」に改める。 

第６７条の２第１項中「第１５８条第１項」を「第１７３条の２第１項」に改める。 

第６８条第１項中「施行令第１５８条の２第１項」を「法第２４３条の２の５第１項」に

改める。 

第８１条中「再発行しなければ」を「再発行し、当該返納義務者に送付しなければ」に、

「朱書きしなければ」を「記さなければ」に改める。 

第９２条の２第１項中「第１６５条の３第１項」を「第１７３条の３第１項」に改める。 

第２０５条第１項第１号中「土地」を「土地及び建物」に改める。 

第２０７条の２第１号中「財産を」を「財産（土地及び建物を除く。）を」に改め、同項

第３号を次のように改める。 

⑶ 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき（資産活用課長が別に定めるものを

除く。）。 

第２０７条の２に次の１項を加える。 

２ 財産管理者は、行政財産とする目的で財産（土地及び建物に限る。）を取得しようとす

るときは、あらかじめ用地管財課長に合議しなければならない。 

第２０８条第２項中「土地を」を「土地及び建物を」に、「土地取得依頼書」を「土地

（建物）取得依頼書」に改め、同条第３項中「土地を」を「土地及び建物を」に、「土地取

得通知書」を「土地（建物）取得通知書」に、「当該土地」を「当該土地及び建物」に改め



 

 

る。 

第２２５条中「若しくは」を「又は」に改め、「、又は民有地を借り受けたとき」を削り、

「財産貸付（借受）台帳」を「財産貸付台帳」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 財産管理者は、民有地を借り受けたときは、財産借受台帳を調製するとともに、その旨

を用地管財課長に報告しなければならない。 

第２２５条の２中「財産貸付（借受）台帳」を「財産貸付台帳」に改め、同条に次の１項

を加える。 

２ 財産管理者は、財産借受台帳の記載事項に変更があったときは、その旨を用地管財課長

に報告しなければならない。 

第２７８条中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８第１項後段」に

改める。 

別表第１⑴の表繰越金の部産業グループ又は建設グループに係る事件の欄及び同表諸収入

の部その他の項産業グループ又は建設グループに係る事件の欄中「〇」を削り、同表次長の

欄を次のように改める。 

次長 

産業グループ又は建設

グループに係る事件 

その他の事件 

   

   

   

   

   

  

   

   

  

   

   

  

  

１，０００万円未満  

１，０００万円未満  

４，０００万円未満  

４，０００万円未満  

１，０００万円未満  

５００万円未満  

   

   

○        

２００万円未満  



 

 

４，０００万円未満  

〇  

   

        

４，０００万円未満  

 別表第１⑵の表（備考を除く。）を次のように改める。 

区分 副市長 部局長 所長 課長 次長 

産業グルー

プ又は建設

グループに

係る事件 

その他の事

件 

産業グルー

プ又は建設

グループに

係る事件 

その他の事

件 

報酬     ○ ○ ○ 

給料     ○ ○ ○ 

職 員

手 当

等 

退 職

手当 
 ○      

そ の

他 
    ○ ○ ○ 

共済費     ○ ○ ○ 

災害補償費     ○ ○ ○ 

恩給及び退

職年金 
    ○ ○ ○ 

報償費  １００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

旅費 上越市事務決裁規程の定めるところによる。 

交際費 １００万円

未満 

５０万円未

満 

５０万円未

満 

４０万円未

満 

３０万円未

満 

３０万円未

満 

３０万円未

満 

需 用

費 

燃 料

費 
    ○ ○ ○ 

食 糧

費 

 １００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

光 熱

水費 
    ○ ○ ○ 

修 繕

費 

 ３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

そ の

他 

 １００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

以上 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

１００万円

未満 

役務費     ○ ○ ○ 

委託料 ６，０００

万円未満 

３，０００

万円未満 

３，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

使用料及び

賃借料 

 ３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

工事請負費 １億円未満 ５，０００

万円未満 

５，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

原材料費  ５００万円

以上 

５００万円

以上 

５００万円

以上 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

公有財産購

入費 

４，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 



 

 

備品購入費 ４，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

６００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

負担金  ３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

以上 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

補助金及び

交付金 

３，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

６００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

扶助費     ○  ○ 

貸付金 １億円未満 ５，０００

万円未満 

５，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

補償、補填

及び賠償費 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

６００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

３００万円

未満 

償還金、利

子及び割引

料 

    ○  ○ 

投資及び出

資金 

４，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

積立金 ６，０００

万円未満 

３，０００

万円未満 

３，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

寄附金 ４，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

２，０００

万円未満 

１，０００

万円未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

５００万円

未満 

公課費     ○ ○ ○ 

繰出金  ○      

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市財務規則の規定は、令和６年度以後の年度分の予算に係る財務会計事務

について適用し、令和５年度以前の年度分の予算に係る財務会計事務については、なお従

前の例による。 

 


